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1． 特別支援教育の理念

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズ
を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、
適切な指導及び必要な支援を行うものである。

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な
遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍
する全ての学校において実施されるものである。

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障
害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍で
きる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会に
とって重要な意味を持っている。

１．特別支援教育の現状 ～特別支援教育の推進について
（平成19年4月1日付け19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知）～

◎学校教育法

第８１条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒そ
の他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活
上の困難を克服するための教育を行うものとする。

第７２条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対
して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図
るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
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視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83（％）
（約９万１千人）

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒
６.５％程度の在籍率

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・身体虚弱

言語障害

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０３０万人

（※２を除く数値は平成２５年５月１日現在）

自閉症
情緒障害
学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ）

0.65％
（約６万７千人）

0.76％

（約３２万人）

※２

3.11％

（約７万８千人）

※１

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 1.70％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約１７万５千人）

※１ ＬＤ（Learning  Disabilities）：学習障害、ＡＤＨＤ（Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) ：注意欠陥多動性障害
※２ この数値は、平成２４年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

１．特別支援教育の現状～特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）～

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約２千人）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万６千人）
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１．特別支援教育の現状 ～特別支援学校等の在籍者数の推移（各年５月１日現在）～
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質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の困難の状況のうち、主要なものは以下のとおり。

推定値（９５％信頼区間）

学習面又は行動面で著しい困難を示す ６．５％（６．２％～６．８％）

学習面で著しい困難を示す
Ａ：学習面で著しい困難を示す

４．５％（４．２％～４．７％）

行動面で著しい困難を示す ３．６％（３．４％～３．９％）

Ｂ：「不注意」又は「多動性－衝動
性」の問題を著しく示す

３．１％（２．９％～３．３％）

Ｃ：「対人関係やこだわり等」の問
題を著しく示す

１．１％（１．０％～１．３％）

学習面と行動面ともに著しい困難を示す １．６％（１．５％～１．７％）

Ａ かつ Ｂ １．５％（１．３％～１．６％）

Ｂ かつ Ｃ ０．７％（０．６％～０．８％）

Ｃ かつ Ａ ０．５％（０．５％～０．６％）

Ａ かつ Ｂ かつ Ｃ ０．４％（０．３％～０．５％）
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図１ 学習面

図３ 行動面(対人関係やこだわり等)

図２ 行動面(不注意、多動性-衝動性)
（ポイント）

（ポイント）

（ポイント）

表① 知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合

１．特別支援教育の現状 公立小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要）① 平成24年12月公表（文部科学省調査）
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※調査対象：全国（岩手、宮城、福島の3県を除く）の公立の小・中学校の通常の学級に在籍する
児童生徒を母集団とする抽出調査（標本児童生徒数：53,882人（小学校：35,892人、中学校：
17,990人）、回収率は97％）

※留意事項：担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭による確認を経て提出
した回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる診断や、医師による診断によるもので
はない。 従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものではなく、発達
障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意。

●公立小中学校の通常の学級に在籍している発達障害の可能性のある特別な教育的支
援を必要とする児童生徒の割合は６．５％。



１．特別支援教育の現状 公立小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要）② 平成24年12月公表（文部科学省調査）

● 「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関
する調査」協力者会議における本調査結果に対する考察（抜粋）

（学校に求める児童生徒への支援について）

学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児

童生徒を取り出して支援するだけでなく、それらの

児童生徒も含めた学級全体に対する指導をどのよう

に行うのかを考えていく必要がある。例えば、社会

生活上の基本的な技能を身に付けるための学習を取

り入れる、学習面又は行動面で著しい困難を示すと

された児童生徒が理解しやすいよう配慮した授業改

善を行うなどの対応を進めていくべきと考える。
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１．特別支援教育の現状

～一斉指導における全ての子供たちにとってわかりやすい授業について～日野市立第三小学校の例～

＜全体指導の工夫の例＞

目標や活動をしぼり、内容理解から論理へ
深まるようにする。

視覚・感覚・動作を入り口にして、思考で
きるようにする。

一人の考えを他の子供に伝え、理解や
思考を深めるようにする。

目標の焦点化

６年間の系統指導
内容

学年の指導内容

単元計画

１時間の指導の目
標

焦 点 化

説明文の
学習用語

の６年間系
統表

共 有 化

ヒント

考えの出し合い

モデリング

６年間を見通して指導内容を明確にし、子
供に身に付けさせたい力をはっきりとさせる。
単元ごとの指導事項の明確化、児童の活動、
評価についても焦点をしぼることができる。

内容のイメージ化や文の理解を図る。本
文だけではなかなかイメージしにくい児
童にとっては内容のわかりやすさにつな
がり、他の児童にとっては更に深い思考
につながる。

視 覚 化

ことばの見える化

「擬態」を

ペープサートで
表現する。

むささびを見て
みよう？

自信のない児童が発表できるようになっ
たり、一人一人が考えを深めることにつ
ながる。

授業において想定される子供のつまずきを明らかにし、そのつまずきに応じた「全体指導の工夫」、「個別の支援」
の内容を検討・決定する。
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○主な発達障害の定義
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発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定め
るもの」と定義されています。

下記は、主な発達障害の定義です。

自閉症の定義 ＜Autistic Disorder＞
（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より作成）

自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形

成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定

のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経

系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

高機能自閉症の定義 ＜High-Functioning Autism＞

（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋）

高機能自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関

係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭

く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉

症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。

また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推

定される。

学習障害(LD)の定義 ＜Learning Disabilities＞

(平成11年７月の「学習障害児に対する指導について(報告)」より抜粋)

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはない
が、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特

定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すも

のである。

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障

害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情

緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるもので

はない。

注意欠陥多動性障害（ADHD）の定義
＜Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder＞

（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋）

注意欠陥多動性障害とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな

注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、

社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。

また、７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何ら

かの要因による機能不全があると推定される。

※ アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、
高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるものである。



○国語の指導上の配慮例 （自閉症 ）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より
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○国語の指導上の配慮例 （学習障害）
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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より



○指導上の配慮例 （ADHD）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より
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※１：専門教育を主とする学科
※２：普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

－課程別、学科別における高等学校進学者中の発達障害等困難のある生徒の割合－

【調査対象】
平成１４年度の文部科学省全国調査※に準じた方法で、実態調査を実施した中学校における

平成２０年度卒業の生徒の一部について実施（対象生徒数約１万７千人）。

【集計結果】
調査対象の中学校３年生のうち、発達障害等困難のある生徒の割合は約２．９％であり、そ

のうち約７５．７％が高等学校に進学することとしている。
これらの高等学校に進学する発達障害等困難のある生徒の、高等学校進学者全体に対する

割合は約２．２％。

【実施方法】
平成１４年度の文部科学省全国調査に準じた方法で、平成１８年度以降に実態調査を実施した

中学校の３年生の一部を対象として、各中学校において発達障害等困難のある生徒の卒業後の

進路を分析・推計※

※ 「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」

※ 学級担任を含む複数の教員により判断したものであり、医師の判断による発達障害のある生徒の割合を示したものではない。

課程別 学科別

全日制 １．８％ 普通科 ２．０％

定時制 １４．１％ 専門学科※１ ２．６％

通信制 １５．７％ 総合学科※２ ３．６％

１．特別支援教育の現状

発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における進路に関する分析結果 概要

（平成２１年３月時点）
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①高校等・・・高等学校、中等教育学校後期課程の本科・
別科及び高等専門学校

②高等部・・・・・・・・特別支援学校高等部本科・別科

③職業能力開発・・・・・職業能力開発校、障害者職業能力
開発校等

④社会福祉施設等入所･通所者・・・・児童福祉施設、障害支援施設等、
更正施設、授産施設、医療機関

⑤中学校特別支援学級卒業者その他には、社会福祉施設
等入所・通所者を含む。

⑥四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。

１．特別支援教育の現状
特別支援学校中学部及び中学校卒業者の状況－国・公・私立計－

【平成２５年３月卒業者】

※

区 分

卒業者 進学者 教育訓練機関等入学者 就職者
社会福祉
施設等入
所・通所者

その他

高校等 高等部 計 Ｂ/Ａ 専修 各種
職業
能力

計 Ｃ/Ａ Ｄ Ｄ/Ａ Ｅ Ｅ/Ａ Ｆ Ｆ/Ａ

Ａ Ｂ 学校 学校 開発 Ｃ

特
別
支
援
学
校

人 人 人 人 ％ 人 人 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

視覚障害 197 4 193 197 100.0 － － － － － － － － － － －

聴覚障害 507 34 472 506 99.8 － － － － － － － － － 1 0.2

知的障害 6,957 25 6,812 6,837 98.3 1 1 － 2 0.0 1 0.01 61 0.9 56 0.8

肢体不自由 1,532 24 1,487 1,511 98.6 － － － － － － － 8 0.5 13 0.8

病弱 375 141 202 343 91.5 7 2 1 10 2.7 － － 10 2.7 12 3.2

計 9,568 228 9,166 9,394 98.2 8 3 1 12 0.1 1 0.01 79 0.8 82 0.9

中
学
校

中学校全体 1,185,0541,153,930 11,800 1,165,730 98.4 4,078 573 4,651 0.4 4,155 0.35 10,518 0.9

うち、中学校
特別支援学

級
15,993 4,565 10,425 14,990 93.7 325 66 391 2.4 119 0.7 493 3.1
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●中学校特別支援学級卒業者の約３分の１が高校等に進学している。



幼稚園、小・中学校、高等学校の状況

●全体として体制整備が進んでいる状況がうかがえる。

このイメージは、現在表示できません。

国公私立計・幼小中高計・項目別実施率－全国集計グラフ（平成19～25年度）

１．特別支援教育の現状 ～学校における支援体制の整備状況・課題～

※点線箇所は、作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作成率を示す。
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●小・中学校に比べ、幼稚園・高等学校の体制整備は課題である。

このイメージは、現在表示できません。

国公私立計・幼小中高別・項目別実施率－全国集計グラフ（平成25年度）

１．特別支援教育の現状 ～学校における支援体制の整備状況・課題～
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※点線箇所は、作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作成率を示す。
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（参考） 特別支援教育の推進について
（平成19年4月1日付け19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知）

３． 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組

（1） 特別支援教育に関する校内委員会の設置
各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等

を行うため、校内に特別支援教育に関する委員会を設置すること。
委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生徒指導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児

児童生徒の学級担任、学年主任、その他必要と思われる者などで構成すること。
なお、特別支援学校においては、他の学校の支援も含めた組織的な対応が可能な体制づくりを進めること。

（2） 実態把握
各学校においては、在籍する幼児児童生徒の実態の把握に努め、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の存在や状態を確かめること。
さらに、特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育コーディネーター等と検討を行った上で、保護者の理解を得ることができる

よう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。その際、実態によっては、医療的な対応が有効な場
合もあるので、保護者と十分に話し合うこと。

特に幼稚園、小学校においては、発達障害等の障害は早期発見・早期支援が重要であることに留意し、実態把握や必要な支援を着実に行うこと。

（3） 特別支援教育コーディネーターの指名
各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を「特別支援教育コーディネーター」に指名し、校務分掌に明確に位置付けること。
特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・

調整、保護者からの相談窓口などの役割を担うこと。
また、校長は、特別支援教育コーディネーターが、学校において組織的に機能するよう努めること。

（4） 関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用
特別支援学校においては、長期的な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教育的支援を行うため、医療、福祉、労働等の様々な側面からの

取組を含めた「個別の教育支援計画」を活用した効果的な支援を進めること。
また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の教育支援計画」を策定するなど、関係機関と連携を図った効果的な支援を進めること。

（5） 「個別の指導計画」の作成
特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した教育を一層進めるため、「個別の指導計画」を活用した一層の指導

の充実を進めること。
また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の指導計画」を作成するなど、一人一人に応じた教育を進めること。

（6） 教員の専門性の向上
特別支援教育の推進のためには、教員の特別支援教育に関する専門性の向上が不可欠である。したがって、各学校は、校内での研修を実施したり、教員

を校外での研修に参加させたりすることにより専門性の向上に努めること。
また、教員は、一定の研修を修了した後でも、より専門性の高い研修を受講したり、自ら最新の情報を収集したりするなどして、継続的に専門性の向上に努

めること。
さらに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が実施する各種指導者養成研修についても、活用されたいこと。

なお、教育委員会等が主催する研修等の実施に当たっては、国・私立学校関係者や保育所関係者も受講できるようにすることが望ましいこと。
-15-



【改訂のポイント】 （幼稚園教育要領及び小・中・高等学校学習指導要領の特別支援教育関係）

・学校全体で特別支援教育に取り組むための校内支援体制の整備
・一人一人の実態等に応じた指導の充実
・交流及び共同学習の推進

＜小学校学習指導要領＞（※幼稚園、中学校、高等学校も同様）

第１章 総則 第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

（７） 障害のある児童などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、
例えば指導についての計画又は家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携し
た支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の児童の障害の状態等に
応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。

特に、特別支援学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的
な指導を行うこと。

＜小学校学習指導要領解説 総則編＞ 第３章 第５節 ７ 障害のある児童の指導

小学校には、特別支援学級や通級による指導を受ける障害のある児童とともに、通常の学級にもＬ
Ｄ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、自閉症などの障害のある児童が在籍していることが
あり、これらの児童については、障害 の状態等に即した適切な指導を行わなければならない。

１．特別支援教育の現状 ～幼稚園教育要領（平成20年）、
小・中・高等学校学習指導要領（平成20年、平成21年）～
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（12） ～（省略）～、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの
交流の機会を設けること。
＜小学校学習指導要領解説 総則編＞ 第３章 第５節 １２ 家庭や地域社会との連携及び学校相互の連携や交流

障害者基本法第14条第3項（※平成23年改正後第16条第3項）にも規定するとおり、障害のある幼児児童生徒

との交流及び共同学習は、児童が障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶
好の機会であり、同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切
さを学ぶ場でもあると考えられる。



障害のある幼児児童生徒への指導上の配慮 交流及び共同学習

幼稚園教育要領

（第3章-第1-2）

(2) 障害のある幼児の指導に当たっては，集団の中で生活

することを通して全体的な発達を促していくことに配慮し，
特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ，例えば
指導についての計画又は家庭や医療，福祉などの業務を
行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成
することなどにより，個々の幼児の障害の状態などに応じ
た指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

(3) 幼児の社会性や豊かな人間性をはぐくむため，

地域や幼稚園の実態等により，特別支援学校な
どの障害のある幼児との活動を共にする機会を
積極的に設けるよう配慮すること。

小学校学習指導要領

（第１章-第4-2）

(7) 障害のある児童などについては，特別支援学校等の助

言又は援助を活用しつつ，例えば指導についての計画又
は家庭や医療，福祉等の業務を行う関係機関と連携した
支援のための計画を個別に作成することなどにより，個々
の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工
夫を計画的，組織的に行うこと。特に，特別支援学級又は
通級による指導については，教師間の連携に努め，効果的
な指導を行うこと。

(12)学校がその目的を達成するため，地域や学

校の実態等に応じ，家庭や地域の人々の協力
を得るなど家庭や地域社会との連携を深めるこ
と。また，小学校間，幼稚園や保育所，中学校
及び特別支援学校などとの間の連携や交流を
図るとともに，障害のある幼児児童生徒との交
流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会
を設けること。

中学校学習指導要領

（第１章-第4-2）

(8) 障害のある生徒などについては，特別支援学校等の助

言又は援助を活用しつつ，例えば指導についての計画又
は家庭や医療，福祉等の業務を行う関係機関と連携した
支援のための計画を個別に作成することなどにより，個々
の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工
夫を計画的，組織的に行うこと。特に，特別支援学級又は
通級による指導については，教師間の連携に努め，効果的
な指導を行うこと。

(14)学校がその目的を達成するため，地域や学

校の実態等に応じ，家庭や地域の人々の協力
を得るなど家庭や地域社会との連携を深めるこ
と。また，中学校間や小学校，高等学校及び特
別支援学校などとの間の連携や交流を図るとと
もに，障害のある幼児児童生徒との交流及び共
同学習や高齢者などとの交流の機会を設けるこ
と。

高等学校学習指導要領

（第1章-第5款-5）

(8)障害のある生徒などについては､各教科・科目等の選択、

その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行うとともに、
特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、例えば指
導についての計画又は家庭や医療、福祉、労働等の業務
を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作
成することなどにより､個々の生徒の障害の状態等に応じ
た指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。

(14)学校がその目的を達成するため、地域や学

校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力
を得るなど家庭や地域社会との連携を深めるこ
と。また、高等学校間や中学校、特別支援学校
及び大学などとの間の連携や交流を図るととも
に、障害のある幼児児童生徒などとの交流及び
共同学習や高齢者などとの交流の機会を設け
ること。

１．特別支援教育の現状～現行幼稚園教育要領、小・中・高等学校学習指導要領（平成20年、21年告示）～
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１．特別支援教育の現状～小・中学校における特別支援学級の特別の教育課程について～

【学校教育法施行規則】

第百三十八条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程につい

ては、特に必要がある場合は、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七

十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

【通知】

（「特別支援学校の学習指導要領等の公示及び移行措置について（通知）」（20文科初第1307号平成21年3月9日 文部科学省初等中等教育局長）

小学校又は中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）において特別支援学級における指導又は通級による指

導を行うに当たっては、学校教育法施行規則第１３８条又は同規則第１４０条の規定に基づき特別の教育課程によ

ることができることから、必要に応じて特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考にし、実情に応じた教育課

程を編成する

【小学校学習指導要領解説 総則編】

学校教育法施行規則第138条では，「小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学

級に係る教育課程については，特に必要がある場合は，第50条第１項，第51条及び第52条の規定並びに第72条

から第74条までの規定にかかわらず，特別の教育課程によることができる。」と規定している。

この場合，特別の教育課程を編成するとしても，学校教育法に定める小学校の目的及び目標を達成するものでな

ければならないことは言うまでもない。なお，特別支援学級において特別の教育課程を編成する場合には，学級の

実態や児童の障害の程度等を考慮の上，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし，例えば，障害に

よる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域である「自立活動」を取り入れたり，各教科の目

標・内容を下学年の教科の目標・内容に替えたり，各教科を，知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援

学校の各教科に替えたりするなどして，実情に合った教育課程を編成する必要がある。

-18-



１．特別支援教育の現状～小・中学校における通級による指導の特別の教育課程について～

【学校教育法施行規則】

第百四十条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又

は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育

する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並

びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

【平成５年１月２８日文部省告示第７号】

学校教育法施行規則第１４０条の規定に基づき、同項の規定による特別の教育課程について次のように定め、平成
５年４月１日から施行する。

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、学校教育法施行規則（以下「規則」という。）第１４０
条各号の一に該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。以下同じ。）に対し、同項の規定による
特別の教育課程を編成するに当たっては、次に定めるところにより、当該児童または生徒の障害に応じた特別の指
導（以下「障害に応じた特別の指導」という。）を、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の教育課程に
加え、又はその一部に替えることができるものとする。

１ 障害に応じた特別の指導は、障害の状態の改善又は克服を目的とする指導とする。ただし、特に必要があるとき
は、障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。

２ 障害に応じた特別の指導に係る授業時数は、規則第１４０条第一号から第五号まで及び第八号に該当する児童
又は生徒については、年間３５単位時間から２８０単位時間までを標準とし、同条第六号及び第七号に該当する児
童又は生徒については、年間１０単位時間から２８０単位時間までを標準とする。

【小学校学習指導要領解説 総則編】

指導に当たっては，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし，例えば，障害による学習上又は生活

上の困難の改善・克服を目的とした指導領域である「自立活動」の内容を取り入れるなどして，個々の児童の障害の

状態等に応じた具体的な目標や内容を定め，学習活動を行うことになる。
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２
．
主
な
改
善
事
項

１．今回の改訂の
基本的考え方

幼稚園、小学校、中学校
及び高等学校の教育課
程の改善に準じた改善

障害の重度・重複化、多
様化に対応し、一人一人
に応じた指導を一層充実

自立と社会参加を推進す
るため、職業教育等を充
実

○ 障害の重度・重複化、発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため、「自立
活動」の指導内容として、「他者とのかかわりの基礎に関すること」などを規定

○ 重複障害者の指導に当たっては、教師間の協力した指導や外部の専門家を活用するな
どして、学習効果を高めるようにすることを規定

障害の重度・重複化、多様化への対応

○ 一人一人の実態に応じた指導を充実するため、全ての幼児児童生徒に「個別の指導計
画」を作成することを義務付け

○ 学校、医療、福祉、労働等の関係機関が連携し、一人一人のニーズに応じた支援を行うた
め、すべての幼児児童生徒に「個別の教育支援計画」を作成することを義務付け

一人一人に応じた指導の充実

○ 特別支援学校（知的障害）における職業教育を充実するため、高等部の専門教科として
「福祉」を新設
○ 地域や産業界と連携し、職業教育や進路指導の充実を図ることを規定

自立と社会参加に向けた職業教育の充実

○ 障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習を計画的・組織的に行うこと
を規定

交流及び共同学習の推進

１．特別支援教育の現状 ～特別支援学校学習指導要領（平成21年）～
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１．特別支援教育の現状 ～特別支援学校学習指導要領（H21.3告示）の概要～

【１．教育のねらい】

○ 小・中学校等に準ずる教育を行うとともに、児童生徒等の障害による学習上又は生活
上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う。

【２．教育課程の編成】

（１）小・中学校等に準じた各教科等のほか、障害に

よる学習上又は生活上の困難を改善・克服する

ための「自立活動」を加えて編成。

（２）知的障害者を教育する特別支援学校の各教科等

・ 知的障害の児童生徒に応じた教育を行うため、
小・中学校等とは異なる独自の教科を設定（小学部
の「生活科」、中学部の「職業・家庭」など）。

・ 内容を学年別に区分せず、小学部３段階、中学部
１段階、 高等部２段階で示す。

・各教科、道徳、特別活動、自立活動の一部又は全
部を合わせた「各教科等を合わせた指導」（日常生活

の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習）が可能。

（３）重複障害者等の教育課程の取扱い

・ 下学年・下学部の各教科の目標・内容との代替等

・ 知的障害を併せ有する場合の知的障害の各教科
等との代替

・ 各教科等に替えて自立活動を主とした指導

・ 障害のため通学することが困難な児童生徒に対
する訪問教育

【３．自立活動】

（１）内容・構成
・ 人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要

素と、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克
服するために必要な要素で構成。

・ 「健康の保持」、「心理的な安定」、「人間関係の形成」、
「環境の把握」、「身体の動き」、「コミュニケーション」 の
各区分ごとに示された、3～5項目の内容の中から、
個々の児童生徒等の障害の状態等に応じ必要な項目
を選定し、それらを相互に関連付け、具体的に指導内
容を設定。

＜自立活動の例＞
・姿勢保持や移動、食事・排泄、衣服の着脱などの日常
生活動作の指導（肢体不自由）
・白杖を使った歩行指導、拡大読書器・弱視レンズ等の
視覚補助具の活用の指導（視覚障害） など

【４．一人一人の障害の状態等に応じた指導】

・ 「個別の指導計画」、「個別の教育支援計画」の作成。

【５．交流及び共同学習の推進】

・ 障害のある子供と障害のない子供との交流及び共同
学習の推進。 -21-



１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の

均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度 （inclusive education 
system at all levels）及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。

(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的

自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

(b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで

発達させること。

(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度（general education system）から排除されないこと

及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除され

ないこと。

(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が

高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。

(c) 個人に必要とされる合理的配慮（reasonable accommodation）が提供されること。

(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。

(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で

個別化された支援措置がとられること。

○障害者の人権・基本的自由の享有の確保

○障害者の固有の尊厳の尊重の促進

２．障害者の権利に関する条約への対応～障害者の権利に関する条約（教育関係）～

・平成１８年１２月 国連総会において採択
・平成１９年 ９月 日本国署名
・平成２０年 ５月 条約発効
（この間、障害者基本法改正、障害者差別解消法成立、学校教育法

施行令改正など）

・平成２６年１月２０日 日本国批准（発効は２月１９日）

経 緯目 的

教育部分（第２４条）
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【改正後】(下線部は改正部分。斜字部は衆議院一部修正) 
（教育）

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及
び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受
けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び
生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられる
よう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図
る等必要な施策を講じなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障
害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情
報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなけ
ればならない。

３ 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障
害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的
に進めることによつて、その相互理解を促進しなければなら
ない。

４ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び
研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の
提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなけれ
ばならない。

（５）障害者基本法の改正について

15

【改正前】

（教育）

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、
能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるよう
にするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る
等必要な施策を講じなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及
び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。

３ 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障
害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に
進めることによつて、その相互理解を促進しなければならな
い。

教育の条文のみ抜粋

○平成 ５年 心身障害者対策基本法を障害者基本法と改称
○平成１６年６月 障害者基本法改正
○平成２３年３月 障がい者制度改革推進本部において障害者基本法改正案決定
○平成２３年４月 障害者基本法案閣議決定
○平成２３年７月 衆議院で一部修正の上、可決 → 参議院で可決・成立
○平成２３年８月 障害者基本法改正（公布・施行）

（「障害者政策委員会」と「審議会その他の合議制の機関」に係る規定の部分については平成２４年５月２１日施行。）

経 緯 等

２．障害者の権利に関する条約への対応～障害者基本法の改正（平成23年8月）～
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差別的取扱いの禁止

障害者基本法
第４条

基本原則
差別の禁止

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
行為の禁止

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防止

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

何人も、障害者に対して、障害を
理由として、差別することその他
の権利利益を侵害する行為をして
はならない。

社会的障壁の除去は、それを必要としてい
る障害者が現に存し、かつ、その実施に伴
う負担が過重でないときは、それを怠るこ
とによつて前項の規定に違反することとな
らないよう、その実施について必要かつ合
理的な配慮がされなければならない。

国は、第一項の規定に違反する行為の
防止に関する啓発及び知識の普及を図
るため、当該行為の防止を図るために
必要となる情報の収集、整理及び提供
を行うものとする。

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

合理的配慮の不提供の禁止
国・地方公共団体等

民間事業者
民間事業者

国・地方公共団体等法的義務

努力義務

法的義務

政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定※

● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

具体的な対応

● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告実効性の確保

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実紛争解決・相談

※ 地方の策定は努力義務

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

２．障害者の権利に関する条約への対応
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の概要

⇒ （主務大臣が）
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１．共生社会の形成に向けて
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築、インクルーシブ教育システム構築のための

特別支援教育の推進、共生社会の形成に向けた今後の進め方

２．就学相談・就学先決定の在り方について
早期からの教育相談・支援、就学先決定の仕組み、一貫した支援の仕組み、就学相談・就学先決定に係る

国・都道府県教育委員会の役割

３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその

基礎となる環境整備

「合理的配慮」について、「基礎的環境整備」について、学校における「合理的配慮」の観点、「合理的配慮」の充実

４．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進

多様な学びの場の整備と教職員の確保、学校間連携の推進、交流及び共同学習の推進、関係機関等の連携

５．特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等
教職員の専門性の確保、各教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方、教職員への障害のある者の採用・

人事配置

２．障害者の権利に関する条約への対応
中央教育審議会初等中等教育分科会報告（平成２４年７月）

～共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進～

内 容

-25-



○ 障害者権利条約によれば、インクルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重

等の強化、障害者が精神的及び身体的な機能等を最大限度まで発達させ、自由な

社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない

者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと、

自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な

「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。

○ 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの
理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。

○ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育
的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに
最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが必要である。小中学校
における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性ある「多様
な学びの場」を用意しておくことが必要である。

○ 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学
ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に
参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身につけていける
かどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。

２．障害者の権利に関する条約への対応

○インクルーシブ教育システムについて（中教審初中分科会報告（H24.7）より）

-26-
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日本の義務教育段階の

多様な学びの場の連続性

自宅・病院における訪問学級

特別支援学校

特別支援学級

通級による指導

専門的スタッフを配置して通常の学級

専門家の助言を受けながら通常の学級

ほとんどの問題を通常の学級で対応

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対し
て、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組み
を整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援
学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要。
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１．趣旨
中教審初中分科会報告(平成24年7月)において「就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校

に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護
者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点
から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。」との提言がなされたこと等を踏まえ、学校教育
法施行令について、所要の改正を行う。

２．改正の概要

（１）就学先を決定する仕組みの改正
視覚障害者等（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含

む。）で、その障害が、同令第２２条の３の表に規定する程度のものをいう。）について、特別支援
学校への就学を原則とし、例外的に認定就学者として小中学校へ就学することを可能としている現行
規定を改め、個々の児童生徒等について、市町村の教育委員会が、その障害の状態等を踏まえた総合
的な観点から就学先を決定する仕組みとする。

（２）障害の状態等の変化を踏まえた転学
特別支援学校・小中学校間の転学について、その者の障害の状態の変化のみならず、その者の教育

上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化によっても転学の検
討を開始できるよう、規定の整備を行う。

（３）視覚障害者等による区域外就学等
視覚障害者等が、その住所の存する市町村の設置する小中学校以外の小学校、中学校又は中等教育

学校に就学することについて、規定の整備を行う。

（４）保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大
市町村教育委員会による保護者及び専門家からの意見聴取について、現行令は、視覚障害者等が小

学校又は特別支援学校小学部へ新入学する場合等に行うこととされているところ、これを小学校から
特別支援学校中学部への進学時等にも行うこととするよう、規定の整備を行う。

３．施行日 平成２５年９月１日

２．障害者の権利に関する条約への対応～学校教育法施行令の一部を改正する政令（平成２５年８月）の概要～
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障害のある児童生徒の就学先決定について（手続きの流れ）

【改正前（学校教育法施行令）】

市 町 村 教 委

県教委
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【合理的配慮】

○ 障害のある子供が、他の子供と平等に 「教育を受ける権利」 を享有・行使

することを確保するために、

・ 学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと

・ 障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に

個別に必要とされるもの

・ 学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した

又は過度の負担を課さないもの

○ 「合理的配慮」は、一人一人の障害の
状態や教育的ニーズ等に応じて決定され
るものであり、設置者・学校と本人・保護
者により、発達の段階を考慮しつつ、
「合理的配慮」の観点（※）を踏まえ、「合理
的配慮」について可能な限り合意形成を
図った上で決定し、提供されることが望ま
しく、その内容を個別の教育支援計画に
明記することが望ましい。

※中教審報告において、合理的配慮の３観点
１１項目を整理（後述）

２．障害者の権利に関する条約への対応

○合理的配慮について（中教審初中分科会報告（H24.7）より）

（→中教審報告における合理的配慮の定義）

○ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当た

り、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の

権利利益を侵害することとならないよう、当該障害

者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的

障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配

慮をしなければならない。（第7条第2項）

（※事業者は努力義務）

【障害者差別解消法（H25.6成立、H28.4施行）】
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「合理的配慮」と「基礎的環境整備」

障害のある子供に対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村
は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼
ぶこととする。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校において、
障害のある子供に対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。

基礎的環境整備
①ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
②専門性のある指導体制の確保
③個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導
④教材の確保
⑤施設・設備の整備
⑥専門性のある教員、支援員等の人的配置
⑦個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導
⑧交流及び共同学習の推進

国、都道府県、市町村,、学校による
環境整備

Ａさんの
ための
合理的
配慮

Ｂさんの
ための
合理的
配慮

合理的配慮と基礎的環境整備の関係

合
理
的
配
慮
（設
置

者
・学
校
が
実
施
）

合
理
的
配
慮
の
基
礎
と
な
る
環
境

整
備

（基
礎
的
環
境
整
備
）

基礎的環境整備と合理的配慮
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学校における合理的配慮の観点
①教育内容・方法

①－１ 教育内容
①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
①－１－２ 学習内容の変更・調整

①－２ 教育方法
①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
①－２－２ 学習機会や体験の確保
①－２－３ 心理面・健康面の配慮

②支援体制
②－１ 専門性のある指導体制の整備
②－２ 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るための配慮
②－３ 災害時等の支援体制の整備

③施設・設備
③－１ 校内環境のバリアフリー化
③－２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
③－３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮



○合理的配慮の観点毎の障害種別の例示配慮① （中教審初中分科会報告より）

※障害種別に応じた「合理的配慮」は、すべての場合を網羅することはできないため、その代表的なものと考えられるものを例示して
おり、これ以外は提供する必要がないということではない。「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて
決定されるものである。 -33-

(例）①－１－２ 学習内容の変更・調整

認知の特性、身体の動き等に応じて、具体の学習活動の内容や量、評価の方法等を工夫する。 障害の状態、発達の段階、年齢等を考
慮しつつ、卒業後の生活や進路を見据えた学習内容を考慮するとともに、学習過程において人間関係を広げることや自己選択・自己判断
の機会を増やすこと等に留意する。

視覚障害
視覚による情報が受容しにくいことを考慮した学習内容の変更・調整を行う。（状況等の丁寧な説明、複雑
な図の理解や読むことに時間がかかること等を踏まえた時間延長、観察では必要に応じて近づくことや触
感覚の併用、体育等における安全確保 等）

聴覚障害
音声による情報が受容しにくいことを考慮した学習内容の変更・調整を行う。（外国語のヒアリング等におけ
る音質・音量調整、学習室の変更、文字による代替問題の用意、球技等運動競技における音による合図を
視覚的に表示 等）

知的障害
知的発達の遅れにより、全般的に学習内容の習得が困難な場合があることから、理解の程度に応じた学習
内容の変更・調整を行う。（焦点化を図ること、基礎的・基本的な学習内容を重視すること、生活上必要な言
葉等の意味を確実に理解できるようにすること 等）

肢体不自由
上肢の不自由により時間がかかることや活動が困難な場合の学習内容の変更・調整を行う。（書く時間の
延長、書いたり計算したりする量の軽減、体育等での運動の内容を変更 等）

病弱
病気により実施が困難な学習内容等について、主治医からの指導・助言や学校生活管理指導表に基づい
た変更・調整を行う。（習熟度に応じた教材の準備、実技を実施可能なものに変更、入院等による学習空白
を考慮した学習内容に変更・調整、アレルギー等のために使用できない材料を別の材料に変更 等）

言語障害
発音のしにくさ等を考慮した学習内容の変更・調整を行う。（教科書の音読や音楽の合唱等における個別的
な指導、書くことによる代替、構音指導を意識した教科指導 等）

自閉症・情緒障害
自閉症の特性により、数量や言葉等の理解が部分的であったり、偏っていたりする場合の学習内容の変
更・調整を行う。（理解の程度を考慮した基礎的・基本的な内容の確実な習得、社会適応に必要な技術や態
度を身に付けること 等）

学習障害
「読む」「書く」等特定の学習内容の習得が難しいので、基礎的な内容の習得を確実にすることを重視した学
習内容の変更・調整を行う。（習熟のための時間を別に設定、軽重をつけた学習内容の配分 等）

注意欠陥多動性障害
注意の集中を持続することが苦手であることを考慮した学習内容の変更・調整を行う。（学習内容を分割し
て適切な量にする 等）



（例）①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮

障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、教材（ＩＣＴ及び補助用具を含
む）の活用について配慮する。

視覚障害
見えにくさに応じた教材及び情報の提供を行う。（聞くことで内容が理解できる説明や資料、拡大コピー、拡大文字を用いた資料、触るこ
とができないもの（遠くのものや動きの速いもの等）を確認できる模型や写真 等）また、視覚障害を補う視覚補助具やICTを活用した情
報の保障を図る。（画面拡大や色の調整、読み上げソフトウェア 等）

聴覚障害
聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供を行う。（分かりやすい板書、教科書の音読箇所の位置の明示、要点を視覚的な情報で提示、
身振り、簡単な手話等の使用 等）また、聞こえにくさに応じた聴覚的な情報・環境の提供を図る。（座席の位置、話者の音量調整、机・
椅子の脚のノイズ軽減対策（使用済みテニスボールの利用等）、防音環境のある指導室、必要に応じてFM式補聴器等の使用 等）

知的障害
知的発達の遅れに応じた分かりやすい指示や教材・教具を提供する。（文字の拡大や読み仮名の付加、話し方の工夫、文の長さの調整、
具体的な用語の使用、動作化や視覚化の活用、数量等の理解を促すための絵カードや文字カード、数え棒、パソコンの活用 等）

肢体不自
由

書字や計算が困難な子供に対し上肢の機能に応じた教材や機器を提供する。（書字の能力に応じたプリント、計算ドリルの学習にパソコ
ンを使用、話し言葉が不自由な子供にはコミュニケーションを支援する機器（文字盤や音声出力型の機器等）の活用 等）

病弱
病気のため移動範囲や活動量が制限されている場合に、ＩＣＴ等を活用し、間接的な体験や他の人とのコミュニケーションの機会を提供
する。（友達との手紙やメールの交換、テレビ会議システム等を活用したリアルタイムのコミュニケーション、インターネット等を活用した疑
似体験 等）

言語障害 発音が不明瞭な場合には、代替手段によるコミュニケーションを行う。（筆談、ＩＣＴ機器の活用等）

自閉症・情
緒障害

自閉症の特性を考慮し、視覚を活用した情報を提供する。（写真や図面、模型、実物等の活用）また、細かな制作等に苦手さが目立つ場
合が多いことから、扱いやすい道具を用意したり、補助具を効果的に利用したりする。

学習障害
読み書きに時間がかかる場合、本人の能力に合わせた情報を提供する。（文章を読みやすくするために体裁を変える、拡大文字を用い
た資料、振り仮名をつける、音声やコンピュータの読み上げ、聴覚情報を併用して伝える 等）

注意欠陥
多動性障
害

聞き逃しや見逃し、書類の紛失等が多い場合には伝達する情報を整理して提供する。（掲示物の整理整頓・精選、目を合わせての指示、
メモ等の視覚情報の活用、静かで集中できる環境づくり 等）

重複障害
（視覚障害と聴覚障害）障害の重複の状態と学習の状況に応じた適切なコミュニケーション手段を選択するとともに、必要に応じて状況
説明を含めた情報提供を行う。（補聴器、弱視レンズ、拡大文字、簡単な手話の効果的な活用 等）

○合理的配慮の観点毎の障害種別の例示配慮② （中教審初中分科会報告より）

※障害種別に応じた「合理的配慮」は、すべての場合を網羅することはできないため、その代表的なものと考えられるものを例示して
おり、これ以外は提供する必要がないということではない。「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて
決定されるものである。
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２．障害者の権利に関する条約への対応
○インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ）の本格稼働（平成26年7月）

（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）
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３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

（２）「基礎的環境整備」について

○ 改正障害者基本法の理念に基づき、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共
に学ぶことができるように配慮する観点から、交流及び共同学習を一層推進していくことが重
要である。また、一部の自治体で実施している居住地校に副次的な籍を置くことについては、
居住地域との結び付きを強め、居住地校との交流及び共同学習を推進する上で意義がある。
居住地校交流を進めるに当たっては、幼児児童生徒の付き添いや時間割の調整等が課題で
あり、それらについて検討していく必要がある。また、特別支援学級と通常の学級との交流及
び共同学習も一層進めていく必要がある。

４．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進 （３）交流及び共同学習の推進

○ 特別支援学校や特別支援学級を設置している学校における交流及び共同学習は必ず
実施していくべきであるが、特別支援学級を設置していない学校においても、交流及び共
同学習以外の形であっても何らかの形で、共生社会の形成に向けた障害者理解を推進し
ていく必要がある。

○ 特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習について
は、双方の学校における教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど
交流及び共同学習の更なる計画的・組織的な推進が必要である。その際、関係する都道
府県教育委員会、市町村教育委員会等との連携が重要である。また、特別支援学級と通
常の学級との間で行われる交流及び共同学習についても、各学校において、ねらいを明
確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど計画的・組織的な
推進が必要である。

２．障害者の権利に関する条約への対応

中教審初中分科会報告概要（交流及び共同学習の充実について）

-36-



○ 交流及び共同学習以外の形での障害者理解に関する取組（例）

「障害理解教育のための指導プラン」宮城県総合教育センター特別支援教育グループ（平成27年3月）
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① 計画的、組織的に継続した活動を実施
● 双方の学校同士が十分に連絡を取り合う。
● 指導計画に基づく内容や方法を事前に検討する。
● 一人一人の実態に応じた様々な配慮を行う。

② 二つの側面を分かちがたいものとしてとらえ、推進

● 相互の触れ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流の側面
● 教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面

③ 交流及び共同学習の内容の工夫
● 学校行事やクラブ活動、部活動、自然体験活動などを合同で行ったり、文通や作

品の交換、情報通信ネットワークなどを活用してコミュニケーションを深めたりする。
● 児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等並びに地域や学校の実態に応

じて、地域の様々な人々と活動を共にする機会を増やしていくことについても配慮。

◇留意事項

交流及び共同学習の推進に当たっての留意事項

学習指導要領等の該当ページ
・解説 総則等編幼小中

幼：P99～100、小中：Ｐ183～186

・解説 総則等編 高：Ｐ109～112
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「交流及び共同学習ガイド」目次

第１章 よりよい交流及び共同学習を進めるために

１．交流及び共同学習の意義

２．教育課程とのかかわり

３．障害のある子どもの理解

（１）視覚障害

（２）聴覚障害

（３）知的障害

（４）肢体不自由

（５）病弱・身体虚弱

（６）言語障害

（７）情緒障害・自閉症

（８）ＬＤ（学習障害）

（９）ＡＤＨＡ（注意欠陥多動性障害）

第２章 交流及び共同学習の展開

１．関係者の共通理解

２．組織づくり

３．指導計画の作成

４．事前学習

５．交流及び共同学習の実際

６．事後学習

７．評価の方法

８．実施上の留意点

９．事例

・小学校と特別支援学校(知的障害)との交流及び共同学習

・小学校と特別支援学校(肢体不自由)との交流及び共同学習

・小学校と特別支援学校(病弱)との交流及び共同学習

・小学校の通常学級と特別支援学級(情緒障害)との交流及び共同

学習

・小学校の通常学級と特別支援学級（知的障害、情緒障害）との

交流及び共同学習－学校給食を通して－

・中学校と特別支援学校(視覚障害)との交流及び共同学習

・中学校の通常学級と特別支援学級(知的障害)との交流及び共同

学習

・特別支援学校(聴覚障害)と中学校との交流及び共同学習－部活

動を通して－

１０．事例・写真提供校

文部科学省では、小学校、中学校等における障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習
が積極的に取り組まれるように、「交流及び共同学習ガイド」を作成し、文部科学省ホームページに掲載して
います。

○「交流及び共同学習ガイド」 （文部科学省ホームページ内）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001.htm

○ 「交流及び共同学習ガイド」

（H20作成）



参考資料：副次的な籍について
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東京都 埼玉県 横浜市

名称 副籍 支援籍 副学籍

定義 ・都立特別支援学校小・中学部在籍の児童生徒が、
居住地域の小・中学校に副次的な籍をもち、直接交
流（※１）や間接交流（※２）を通じて、居住地域とのつ
ながりの維持・継続を図る制度。
※１：小・中学校の学校行事や地域行事等における
交流、小・中学校の学習活動への参加等
※２：学校・学級便りの交換、作品・手紙の交換、地域
情報の提供等

・ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進す
る観点から、障害のある児童生徒と障害のない児童
生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、障害
のある児童生徒に対するより適切な教育的支援を行
うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計
画」に基づき、必要な支援を在籍する学校又は学級
以外で行うための仕組み。

・ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進す
る観点から、特別支援学校の児童生徒と小中学校
の児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、
特別支援学校の児童生徒に対する必要な教育的支
援を居住地の学校においても行うための仕組み。
・直接交流のみを対象とする。

目的 ・乳幼児期及び卒業後は地域サービスを受けるなど
居住地域とのつながりがあるが、学齢期でも地域と
のつながりを維持・継続することが必要であり、その
ための一方策。
・両校在籍者の他、教員や保護者への障害理解や相
互理解が深まる。

・障害のない子どもは、「心のバリアフリー」を育む。
・障害のある子どもは、「社会で自立できる自信と力」
を育む。特に特別支援学校に在籍する子どもは、地
域との関係を深める。

・共に学び育つことができる体制づくりを進め仲間意
識を育てる。
・障害のある子どもは、社会で自立できる力を育むと
ともに、地域との関係をより深める。
・障害のない子どもは、「心のバリアフリー」を育む。

対象 ・原則として都立特別支援学校小中学部在籍者の希
望する全員。
・直接交流は、
①特別支援学校小・中学部在籍者のうち、校長、保
護者、主治医等が協議し実施可能と判断し、
②地域指定校と協議し校長の了解が得られ、
③交流に関わる送迎や授業中の支援について保護
者等の協力が可能な者

・特別支援学校在籍者に限らず、小中学校在籍者で
障害により特別な支援を要する者も可能。
・保護者の申し出を受け、校内で対象者を調整の上、
先方の学校との間で支援籍実施校連絡会議（両校
の校長・コーディネーターによる）等の打合せを経て、
支援籍取得が決定される。

・市立特別支援学校小中学部在籍者のうち、居住地
域の市立小中学校における交流教育の実施を保護
者が希望する者。

教育課程
上の位置
付け

・「個別の指導計画」に基づく。
・「特別活動」又は「各教科等を合わせた指導」への位
置付け。

・「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に
基づき在籍校の教育的支援を補完。
・児童生徒のニーズに応じて「特別活動」「自立活動」
「教科学習」等へ位置付け。

・「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に
基づく。
・在籍校の教育課程に位置付ける。

付添い ・直接交流は保護者の付添いが原則。 ・支援籍学習に係る通学においても在籍校の学校管
理下として取り扱う。付添いが必要なケースが多いこ
とから、安全上の配慮をしつつ、可能な限り福祉制
度やボランティアの活用が図れるよう支援し保護者
負担の軽減に配慮。

・副学籍校への登下校は保護者の責任。
・副学籍校内における指導は在籍校教員が実施す
るのが原則。在籍校教員ができない場合には保護
者が付き添う。ただし、状態によっては教育上の見
地から、両校及び保護者の了解のもと、副学籍校内
での付添いを行わないことも認められる。

実施率 ・平成19年度 29.4%（小・中学部）
・平成20年度 39.9%（小・中学部）
・平成21年度 38.0%（小・中学部）

・小中学部：13.7%（実施した市町村の割合：95.3%）
・一人当たり平均回数：3.21回【H21年度】
・実施した特別支援学校の割合：96.7%

・小学部：42%、中学部：8%【H22.8.1】
・直接交流のみ

○副次的な籍について
（平成24年中央教育審議会初等中等教育分科会報告 参考資料25）


